
Ⅳ 標本設計及び結果の推計並びに標準誤差 

 

１ 概要 

  本調査の母集団は 16 大産業の常用労働者５人以上の事業所、同事業所に雇用されてい

る常用労働者並びに令和６年中における同事業所への入職者及び同事業所からの離職者

である。 

  調査対象の選定は、まず全事業所を都道府県、産業※１、事業所規模※２により層化し、

層毎に定めた抽出数に基づき調査対象事業所を抽出し、さらに調査対象事業所における

入職者及び離職者から産業、事業所規模ごとに定めた抽出率で調査対象入職者及び離職

者を抽出する方法によった。 

 ※１ 産業大分類別（「製造業」及び「卸売業，小売業」は中分類別）の計 37 区分 

 ※２ 事業所規模 500 人以上、100～499 人、30～99 人、5～29 人の計４区分 

 

２ 調査対象事業所の抽出枠 

  事業所母集団データベース（令和３年次フレーム）によって把握した事業所の中から

調査対象事業所を抽出した。 

 

３ 抽出数・抽出率の決定 

 (1) 調査事業所の抽出 

   ア 事業所規模 500 人以上 

全数抽出 

イ 事業所規模 100～499 人、30～99 人、5～29 人 

入職率及び離職率の標準誤差が産業大分類別（「製造業」及び「卸売業，小売

業」においては中分類を統合した分類別）に規模 100～499 人は 0.8％以内、規

模 30～99 人は 0.9％以内、規模 5～29 人は 1.0％以内となるよう抽出数を設定。

なお、回収率は 75％と仮定している。抽出数は表１参照。 

(2) 入職者及び離職者の抽出 

事業所規模計において、入職者のうち 20～24 歳の構成比及び離職者のうち 60～64 

歳の構成比の標準誤差が産業大分類別（「製造業」及び「卸売業，小売業」においては

中分類を統合した分類別）に 4.0％以内となるように抽出率を設定。ただし、事業所規

模 30～99 人、5～29 人の２区分については、原則全数抽出。抽出率は表２及び表３参

照。 

 

  



表１ 調査事業所の抽出数 

 

  

500人以上 100～
499人

30～
99人

5～
29人

516,4435,2551,2738,5141,51計業産査調LT

80117011091業取採利砂，業石採，業鉱C

061457299043業設建D

021,1376444084,1717,3業造製E

09,10 　食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 758 185 198 148 227

388288721業工維繊　11

12 　木材・木製品製造業（家具を除く） 27 0 2 6 19

8276344業造製品備装・具家　31

025141105業造製品工加紙・紙・プルパ　41

43234152501業連関同・刷印　51

16,17 　化学工業、石油製品・石炭製品製造業 191 129 14 20 28

47821104351業造製品製クッチスラプ　81

8036374業造製品製ムゴ　91

262140289業造製品製石土・業窯　12

21849437業鋼鉄　22

4141510337業造製属金鉄非　32

43104783912業造製品製属金　42

4391697831業造製具器械機用んは　52

892541211672業造製具器械機用産生　62

234219116632業造製具器械機用務業　72

28 　電子部品・デバイス・電子回路製造業 229 137 42 26 24

465301321232業造製具器械機気電　92

6065576業造製具器械機信通報情　03

063422913444業造製具器械機用送輸　13

95615302031その他の製造業，なめし革・同製品・毛皮製造業　02,23

861930794623業道水・給供熱・スガ・気電F

5999108164538業信通報情G

32162197632465業便郵，業輸運H

575523332384616,1業売小，業売卸I

42347168992388業売卸1-I

152151741481337業売小2-I

21230195102575業険保，業融金J

21241143138345業貸賃品物，業産動不K

64145221672895業スビーサ術技・門専，究研術学L

06564285278151,1業スビーサ食飲，業泊宿M

82346151134056業楽娯，業スビーサ連関活生N

012201831413467業援支習学，育教O

9716564851,1934,1祉福，療医P

702642694463業事スビーサ合複Q

R サービス業（他に分類されないもの） 1,469 817 278 162 212

事業所の常用労働者

産　  　　　業



表２ 入職者の抽出率 

※ ただし、上表の抽出率を用いると抽出数が 51 人以上となる事業所については、上表

の抽出率に1 2⁄ 倍したものとする。（ は抽出数が 50 人以下となる最小の整数。） 

C 鉱業，採石業，砂利採取業 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/164/11/11/11/121/1業設建D

E 製造業

09,10 　食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 1/ 2 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 9 1/ 5 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/11/1業工維繊11

12 　木材・木製品製造業（家具を除く） 1/ 8 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/12/1業造製品備装・具家31 1/10 1/ 2 1/ 1 1/ 1

14 　パルプ・紙・紙加工品製造業 1/ 8 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 6 1/ 3 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/11/1業連関同・刷印51

16,17 　化学工業、石油製品・石炭製品製造業 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 4 1/ 1 1/ 1 1/ 1

18 　プラスチック製品製造業 1/29 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/48 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/141/1業造製品製ムゴ91 1/17 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/11/1業造製品製石土・業窯12

1/11/12/12/1業鋼鉄22 1/10 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/14/1業造製属金鉄非32 1/23 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/12/1業造製品製属金42 1/11 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/141/1業造製具器械機用んは52

1/11/11/11/11/11/11/111/1業造製具器械機用産生62

1/11/11/11/11/11/11/11/1業造製具器械機用務業72

28 　電子部品・デバイス・電子回路製造業 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/12/11/11/11/13/11/1業造製具器械機気電92

30 　情報通信機械器具製造業 1/14 1/ 2 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 2 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/161/1業造製具器械機用送輸13

1/11/11/12/11/11/11/132/1その他の製造業，なめし革・同製品・毛皮製造業02,23

F 電気・ガス・熱供給・水道業 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/12/11/11/11/12/1業信通報情G

1/11/13/15/11/11/13/15/1業便郵，業輸運H

I 卸売業，小売業

1/11/13/17/11/11/12/12/1業売卸1-I

1/11/15/18/11/11/13/141/1業売小2-I

1/11/11/15/11/11/11/15/1業険保，業融金J

1/11/11/17/11/11/11/15/1業貸賃品物，業産動不K

L 学術研究，専門・技術サービス業 1/ 6 1/ 6 1/ 1 1/ 1 1/ 6 1/ 8 1/ 1 1/ 1

1/11/18/111/1業スビーサ食飲，業泊宿M 1/47 1/66 1/ 1 1/ 1

N 生活関連サービス業，娯楽業 1/24 1/23 1/ 1 1/ 1 1/ 6 1/31 1/ 1 1/ 1

12/1業援支習学，育教O 1/14 1/ 1 1/ 1 1/ 4 1/25 1/ 1 1/ 1

1/11/12/16/1祉福，療医P 1/11 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/13/1業事スビーサ合複Q

R サービス業（他に分類されないもの） 1/ 8 1/ 6 1/ 1 1/ 1 1/ 8 1/ 5 1/ 1 1/ 1

期下期上産　  　　　業

500人以上 100～499人 30～99人 5～29人

事業所の常用労働者

500人以上 100～499人 30～99人 5～29人



表３ 離職者の抽出率 

※ ただし、上表の抽出率を用いると抽出数が 100 人以上となる事業所については、上表

の抽出率に1 2⁄ 倍したものとする。（ は抽出数が 100 人未満となる最小の整数。）

C 鉱業，採石業，砂利採取業 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/12/1業設建D

E 製造業

09,10 　食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 1/ 6 1/ 5 1/ 1 1/ 1 1/ 9 1/ 5 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/11/1業工維繊11

12 　木材・木製品製造業（家具を除く） 1/ 7 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 9 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/12/111/1業造製品備装・具家31 1/10 1/ 2 1/ 1 1/ 1

14 　パルプ・紙・紙加工品製造業 1/12 1/ 3 1/ 1 1/ 1 1/11 1/ 5 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/11/1業連関同・刷印51

16,17 　化学工業、石油製品・石炭製品製造業 1/ 2 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/10 1/ 1 1/ 1 1/ 1

18 　プラスチック製品製造業 1/ 2 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 2 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/12/1業造製品製ムゴ91 1/11 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/11/1業造製品製石土・業窯12

1/11/11/12/1業鋼鉄22 1/11 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/12/11/11/11/12/1業造製属金鉄非32

1/11/11/11/11/11/11/11/1業造製品製属金42

1/11/11/11/1業造製具器械機用んは52 1/20 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/11/11/11/11/13/1業造製具器械機用産生62

1/11/11/11/11/11/11/11/1業造製具器械機用務業72

28 　電子部品・デバイス・電子回路製造業 1/ 2 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 2 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/13/12/11/11/13/14/1業造製具器械機気電92

30 　情報通信機械器具製造業 1/12 1/ 3 1/ 1 1/ 1 1/13 1/ 3 1/ 1 1/ 1

1/11/11/13/11/11/11/14/1業造製具器械機用送輸13

1/11/12/14/11/11/12/16/1その他の製造業，なめし革・同製品・毛皮製造業02,23

F 電気・ガス・熱供給・水道業 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/13/11/11/11/13/1業信通報情G

1/11/13/16/11/11/12/16/1業便郵，業輸運H

I 卸売業，小売業

1/11/11/17/11/11/12/17/1業売卸1-I

1/11/14/181/11/11/13/171/1業売小2-I

1/11/11/14/11/11/11/13/1業険保，業融金J

1/11/11/15/11/11/11/14/1業貸賃品物，業産動不K

L 学術研究，専門・技術サービス業 1/ 8 1/ 7 1/ 1 1/ 1 1/ 7 1/ 5 1/ 1 1/ 1

1/11/17/173/1業スビーサ食飲，業泊宿M 1/82 1/37 1/ 1 1/ 1

N 生活関連サービス業，娯楽業 1/75 1/14 1/ 1 1/ 1 1/81 1/21 1/ 1 1/ 1

53/1業援支習学，育教O 1/16 1/ 1 1/ 1 1/12 1/21 1/ 1 1/ 1

1/11/13/191/1祉福，療医P 1/34 1/ 1 1/ 1 1/ 1

1/11/11/12/11/11/11/12/1業事スビーサ合複Q

R サービス業（他に分類されないもの） 1/ 5 1/ 8 1/ 1 1/ 1 1/ 8 1/ 7 1/ 1 1/ 1

期下期上産　  　　　業

500人以上 100～499人 30～99人 5～29人 500人以上 100～499人 30～99人 5～29人

事業所の常用労働者



 

４ 結果の推計 

  各種推計値は産業、規模別に算出しており、調査産業計や事業所規模計など積み上げ

区分については、産業、規模別の当該推計値を積み上げている。 

(1) 事業所票 

   全国の常用労働者数（上半期は１月１日、下半期は７月１日）の推計値 、調査対象

期間（上半期は１～６月、下半期は７～12 月）中における入職者数等の推計値  は以

下のように算出した。 

     =  

     =  

   ：回答事業所数 

   ：第   番目の事業所における抽出率逆数（都道府県、産業、規模別） 

   ：第   番目の事業所における常用労働者数（上半期は前年 12 月末日、下半期は６

月末日） 

   ：第   番目の事業所における常用労働者数（上半期は６月末日、下半期は 12 月末

日） 

   ：第   番目の事業所における入職者数等 

   ：毎月勤労統計調査による本月末常用労働者数（上半期は６月、下半期は 12 月） 

：推計乗率（産業、規模別） 

     = ∑ ′
 

 

   また、常用労働者に対する入職者数等の割合の推計値 は以下の式による。 

     =  

   なお、調査産業計、事業所規模計など積み上げ区分の場合、当該推計値は分母・分子

毎に各層の推計値を積み上げた上で比を取ったものによる。 

 

(2) 入職者票及び離職者票 

   調査対象期間（上半期は１～６月、下半期は７～12 月）中における入職者（離職者）

数の推計値  、そのうちある属性を持つ入職者（離職者）数の推計値  は以下のよ

うに算出した。なお、産業、規模別に加えて、性、就業形態別に算出している。 

     =  

     =  



   ：第   番目の事業所における回答入職者（離職者）数  

   ：第   番目の事業所における第   番目の回答入職者（離職者）を表す値（＝１）  

   ：第   番目の事業所における第   番目の入職者（離職者）がある属性を持っている

かどうかを表す値（ある属性（例：20～24 歳）であれば１、なければ０）  

   y：入職者（離職者）数の推計値（事業所票より推計）  
：推計乗率（産業、規模、性、就業形態別） 

     = ∑ ∑  

   また、入職者（離職者）のうち当該属性を持つ者の割合の推計値 は以下の式によ

る。  

     =  

   なお、調査産業計、事業所規模計など積み上げ区分の場合、当該推計値は分母・分子

毎に各層の推計値を積み上げた上で比を取ったものによる。  
 

５ 標準誤差 

  この調査は標本調査であるため、推計値の持つ誤差の一つとして標本抽出に起因する

標本誤差がある。標本誤差の大きさは、「推計値の分散の平方根 (標準誤差)」又は「推計

値の大きさに対する標準誤差の割合（標準誤差率）」で与えられる。 

(1) 事業所票 

入職率（離職率）の推計値 の標準誤差は以下の式による。 

     = = ･
−

･  

ここで、 

    ：母集団事業所数 

    = ̅ 
    = + − 2･ ･ ･  

    = 1− 1 ( − ̅) / ̅  

 

    = 1− 1 ( − ) /  

 



    = ∑ ( − ̅)( − )
∑ ( − ̅) ∑ ( − )  

 

    ̅ = 1
    = 1

 

 

   なお、調査産業計、事業所規模計など積み上げ区分の場合、標準誤差は以下の式によ

る。（添字  ℎ は層を表す。以下同じ。） 

･ ･ ･
−

･
1( − 1)  

        × ∑ ( − ̅ )
̅ + ∑ ( − ) − 2∑ ( − ̅ )( − )

̅･  

   ここで、 

    ̅ = 1
･ ･ ̅   = 1

･ ･   =  

 

    ：産業、規模別に４で算出したもの 

 

(2) 入職者票及び離職者票 

入職者（離職者）のうち、ある属性を持つ者の割合の推計値   の標準誤差は以下の

式による。 

 

 = = ･
( − ) + − 2 cov ( , )  

     + ( − ) + − 2 cov ( , )
 

ここで、 

    ：第   番目の事業所における入職者（離職者）数（ただし、回答入職者（離職者）

がいない場合は０とする。）  

    = ′
′  

     = 1
   =    = = 1 =  



     = 1
   =    =  

     = 1− 1 − 2
=1

  = 1− 1 − 2
=1

= 1− 1 (1 − 1)2
=1

= 0  

     = 1− 1 ( − )2
=1

  = 1− 1 − 2
=1

 

     cov ( , )  = 1− 1 − ( − )
=1

 

     cov ( , )  = 1− 1 − −
=1

= 1− 1 (1 − 1) −
=1

= 0  

 

なお、調査産業計、事業所規模計など積み上げ区分の場合、標準誤差は以下の式に

よる。 

･ ･
( − ) + − 2 cov ( , )  

        + ( − ) + − 2 cov ( , )
 

ここで、 

    ′ = ℎ′
ℎ

=1
 ℎ′ =  ′ = ℎ′

ℎ

=1
 ℎ′ =  

 

  



 

事業所票、入職者票及び離職者票の標準誤差は、次の表のとおりである。推計値を中

心としてその前後に標準誤差の２倍ずつの幅をとれば、その区間に全数調査から得ら

れるはずの値（真値）が約 95％以上の確率で存在すると考えてよい。 

 

産業別 事業所票の標準誤差（令和６年年計） 

                                        （単位：％）        

        

 
 

 産業別 入職者票、離職者票の標準誤差（令和６年年計） 

（単位：％）        

 

推計値 標準誤差 推計値 標準誤差

TL 調査産業計 14.8 0.3 14.2 0.3

C 鉱業，採石業，砂利採取業 6.9 0.6 9.1 0.6

D 建設業 11.7 1.0 10.0 0.9

E 製造業 8.9 0.3 9.6 0.3

F 電気・ガス・熱供給・水道業 8.8 0.7 8.8 1.2

G 情報通信業 11.2 0.6 10.2 0.5

H 運輸業，郵便業 10.0 0.6 10.2 0.5

I 卸売業，小売業 14.7 0.9 15.1 0.9

J 金融業，保険業 9.1 0.7 8.0 0.5

K 不動産業，物品賃貸業 12.5 0.9 13.5 0.6

L 学術研究，専門・技術サービス業 12.5 0.6 11.1 0.5

M 宿泊業，飲食サービス業 28.4 1.4 25.1 1.2

N 生活関連サービス業，娯楽業 20.6 2.5 19.0 1.3

O 教育，学習支援業 14.5 0.7 13.1 0.6

P 医療，福祉 14.1 0.8 13.8 0.8

Q 複合サービス事業 6.5 0.4 7.8 0.4

R サービス業（他に分類されないもの） 21.6 1.1 20.3 1.0

離職率
産　  　　　業

入職率

推計値 標準誤差 推計値 標準誤差

TL 調査産業計 20.2 0.7 9.9 0.4

C 鉱業，採石業，砂利採取業 12.5 1.6 18.2 2.0

D 建設業 16.7 3.1 7.5 1.6

E 製造業 19.1 0.8 15.3 1.0

F 電気・ガス・熱供給・水道業 19.7 2.4 18.1 1.8

G 情報通信業 35.9 2.2 18.1 1.3

H 運輸業，郵便業 16.4 2.4 12.3 1.4

I 卸売業，小売業 20.6 2.1 7.3 1.1

J 金融業，保険業 36.4 3.2 17.5 1.9

K 不動産業，物品賃貸業 16.8 2.1 8.5 1.1

L 学術研究，専門・技術サービス業 22.4 2.3 16.1 1.8

M 宿泊業，飲食サービス業 20.3 2.0 5.2 0.8

N 生活関連サービス業，娯楽業 20.4 3.9 9.0 1.2

O 教育，学習支援業 22.9 1.6 10.7 0.9

P 医療，福祉 21.3 2.2 10.2 1.5

Q 複合サービス事業 20.0 2.6 18.6 1.9

R サービス業（他に分類されないもの） 14.4 1.9 10.5 0.6

産　  　　　業

入職者のうち 離職者のうち

20～24歳の構成比 60～64歳の構成比


